
 

 

千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。 

令和４年１０月１２日 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

千葉市規則第５３号 

   千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則 

 千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則（昭和

４６年千葉市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「又は第４条」を「から第４条まで又は第７条の３第

６項」に改める。 

 第３条中「第３条第３項」を「第３条第２項」に改め、同条第２号中

「第２条第１２号」を「第２条第１項第１８号」に改め、同条第５号中

「その他」を「前各号に掲げるもののほか、」に改める。 

 第４条中「受けた」の次に「機械式駐車装置を使用した」を加える。 

 第５条第１項中「状態」の次に「等」を加え、「特にやむを得ない」

を「市長が特にやむを得ないと認める場合又は交通の安全及び円滑化若

しくは土地の有効な利用に資するものとして市長が認める」に改め、同

項第１号中「増築」の次に「又は条例第４条第１項に規定する大規模の

修繕又は大規模の模様替を」を加え、「設置」を「附置」に、「と

き。」を「場合」に改め、同項第２号中「又は交通安全上その」を「若

しくは道路の交通規制により通常の利用が困難な場合又は当該道路にお

ける交通の安全及び円滑化に支障を及ぼすため」に改め、同項第３号中

「間口」の次に「若しくは敷地」を加え、「設置」を「附置」に改め、

同項に次の３号を加える。 

（４）敷地と一体に利用できるとみなし得る位置の自己所有地等に駐車

施設を設置する場合 

（５）複数の建築物のための駐車施設として共同で使用する駐車施設又

は立体的な使用が可能である駐車施設を設置し、かつ、交通の安全

及び円滑化に支障がないと認められる場合 

（６）前各号に掲げるもののほか、建築物又はその敷地以外の場所に駐

車施設を設置することが、特にやむを得ない又は交通の安全及び円

滑化若しくは土地の有効な利用に資すると市長が認める場合 

 第５条第２項中「・規模」を「、規模」に改め、同条に次の１項を加

える。 



 

 

４ 条例第９条第１項の規定による第７条第２項の承認を受けた駐車施

設に係る報告は、管理状況報告書（様式第６号）により行うものとす

る。 

 第７条中「様式第７号」を「様式第１４号」に改め、同条を第９条と

する。 

第６条中「の規定する」を「に規定する」に、「様式第６号」を「様

式第１３号」に改め、同条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加え

る。 

 （駐車施設の附置に関する助言、指導又は勧告） 

第６条 条例第７条の２に規定する助言又は指導は、口頭又は書面によ

り行うものとする。 

２ 条例第７条の２に規定する勧告は、駐車施設の附置に関する勧告書

（様式第７号）により行うものとする。 

（公共交通等利用促進措置による駐車施設の規模の特例の承認等） 

第７条 条例第７条の３第１項の規定により減ずることができる駐車施

設の駐車台数は、条例第３条又は第４条第１項の規定により附置しな

ければならない駐車施設の駐車台数に、別表に定めるところにより市

長が決定する緩和率を乗じて得た台数（当該台数に１未満の端数があ

るときは、これを切り上げて得た台数）とする。 

２ 条例第７条の３第２項の規定による申請は、附置義務台数特例承認

申請書（様式第８号）に同項の計画書を添えて行うものとする。 

３ 市長は、前項の申請に基づき駐車施設の規模の特例を承認したとき

は、附置義務台数特例承認書（様式第９号）により、承認しないとき

は附置義務台数特例不承認書（様式第１０号）により申請者に通知す

るものとする。 

４ 条例第７条の３第３項の規定による届出は、公共交通等利用促進措

置取りやめ届出書（様式第１１号）により行うものとする。 

５ 条例第７条の３第４項の規定による報告は、市長の求めに応じて公

共交通等利用促進措置実施状況報告書（様式第１２号）に実施状況が

分かる書類を添えて行うものとする。 

 第９条の次に次の１条を加える。 



 

 

（経過措置に関する届出） 

第１０条 千葉市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部

を改正する条例（令和４年千葉市条例第２８号。以下「一部改正条

例」という。）附則第３項の規定による届出は、改正後条例適用届出

書（様式第１５号）により行うものとする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表 

第７条第１項の緩和率は、次表の（あ）欄の取組内容ごとに（い）

欄に掲げる数値をそれぞれ合計した数値を下限とし、原則として学識

経験者からの意見聴取等の結果を踏まえて市長が決定する数値とする。

ただし、緩和率は１００分の３０を上限とする。 

（あ）取組内容 （い）緩和率 

充電可能なシェアサイクルポー

トの整備（自転車を合計５台以

上賃貸できるシェアサイクルポ

ートの整備に限る。） 

１００分の５を上限として、市

長が決定する数値（附置しなけ

ればならない駐車施設の駐車台

数の数に当該数値を乗じた数値

が１０を超えない範囲の数値と

する。） 

公共交通待合施設の整備 １００分の５ 

（全天候型対応の施設整備を行

った場合は、１００分の１０と

する。） 

鉄道駅への連絡通路等整備 １００分の１５ 

その他の公共交通等利用促進措

置 

当該措置の内容及び敷地の周辺

の交通状況等により見込まれる

当該措置の効果を考慮して市長 

 が決定する数値 

様式第１号（表）、様式第２号、様式第３号（表）、様式第４号及び

様式第５号を次のように改める。 



 

 

様式第１号 

（表） 

 

 



 

 

様式第２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第３号 

（表） 

 



 

 

様式第４号 

 

 



 

 

様式第５号 

 



 

 

 様式第７号を様式第１４号とし、様式第６号を様式第１３号とし、様

式第５号の次に次の７様式を加える。 

様式第６号 

 



 

 

様式第７号 

 

 



 

 

様式第８号 

（表） 

 

 



 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第９号 

 



 

 

様式第１０号 

 



 

 

様式第１１号 

 

 

 



 

 

様式第１２号 

 



 

 

 様式第１４号の次に次の１様式を加える。 

様式第１５号 

（表） 

 



 

 

（裏） 

 

 



 

 

附 則 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条第２

号及び第５号並びに第５条第２項の改正規定並びに第６条の改正規定

（「の規定する」を「に規定する」に改める部分に限る。）は、公布

の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製さ

れた用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 


